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「川辺川の流水型ダムに関する環境配慮レポート」 

についての熊本県知事意見 
 
 

「川辺川の流水型ダムに関する環境配慮レポート」の内容を環境保全の専門的

見地から審査した結果、環境影響評価の実施及び環境影響評価方法レポート（仮

称）の作成に当たっては、以下の事項に十分配慮する必要がある。 

 

［全体事項］ 

（１）環境影響評価の実施にあたっては、最新の技術を極限まで取り入れ、安全

・安心を最大化するものであるとともに、球磨川の環境に極限まで配慮し、

清流を守るものとなるようにすること。 

（２）本事業の試験湛水等に伴い事業実施想定区域の一部が湛水することが示唆

されていることから、湛水範囲における地形の変化や斜面等の裸地化によ

る土砂崩壊のおそれ、土砂・流木の堆積及びこれに伴う水の濁りの発生・

長期化、粉じんの飛散など周辺環境への影響が懸念される。このため、方

法レポート（仮称）以降においては湛水範囲を示したうえで湛水に伴う周

辺環境への影響について調査・予測・評価を行うとともに、試験湛水等の

方法やダムの運用方法を工夫するなど、影響が最小限となるよう配慮する

こと。 

（３）本配慮レポートの水環境等の調査範囲の最下流地点として渡地点が設定さ

れていることについて、方法レポート（仮称）以降の環境影響評価におけ

る水質、流量、流速及び魚類等の動植物の生息状況等の調査・予測・評価

を行った結果、渡地点より下流域への影響が考えられる場合は、調査・予

測・評価の対象とすること。 

（４）本配慮レポートにおいては、放流設備等の構造や完成イメージ図、試験湛

水に係る湛水期間及び維持流量の検討の状況等が記載されていないため、

方法レポート（仮称）以降においては、ダムの実施設計の進捗に応じ、検

討状況や結果等を可能な限り詳細に示すこと。 

（５）本事業の環境影響評価については、これまで実施してきたダム関連の工事    

等による現地の状況も考慮しつつ、環境影響評価法に基づくものと同等の

環境影響評価が実施されている。方法レポート（仮称）以降においても、

法に基づくものと同様の評価項目や手続きにより実施すること。  
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［個別事項］ 

〈水環境〉 

（１）事業実施想定区域及びその周辺では漁業や川下りなどの活動、農業用水や

水道用水での利用などが行われていることから、本事業の試験湛水等に伴

い湛水した濁水を放流した場合の影響が懸念される。このため、方法レポ

ート（仮称）以降においては、既存のダムの事例の状況などを把握したう

えで浮遊物質量及び粒度等について川辺川の流水型ダムの規模や周辺地

質等に応じた調査・予測・評価を行うとともに、試験湛水の方法等を工夫

するなど、影響が最小限となるよう配慮すること。 

〈動物・植物・生態系〉 

（１）事業実施想定区域及びその周辺には九折瀬洞など動物や植物の重要な種の

生息環境が存在しており、その一部において本事業の試験湛水等により湛

水する可能性が示唆されていることからカワネズミやウサギコウモリな

どの重要な種への影響が懸念される。このため、方法レポート（仮称）以

降においては、既存のダムの事例における生物相の変化の状況等を把握し

たうえで調査・予測・評価を行うとともに、試験湛水の方法等を工夫する

など影響が最小限となるよう配慮すること。 

（２）工事の実施やダムの堤体の存在等に伴い、事業実施想定区域及びその周辺

に生息する魚類の移動をはじめ、魚類や底生動物などの生息環境への影響

が懸念される。このため、方法レポート（仮称）以降においては、既存の

ダムの事例の状況等を把握したうえで調査・予測・評価を行うとともに、

仮排水トンネルやダムの構造・運用方法等を工夫するなど、影響が最小限

となるよう配慮すること。 

（３）事業実施想定区域及びその周辺においてはアユやヤマメ等の魚種が生息し

ており、本事業に伴う水の濁りや土砂の堆積並びに水温の変化による生息

環境への影響が懸念される。このため、方法レポート（仮称）以降におい

ては、ダム下流のアユ等及びそれらが餌とする付着藻類や水生昆虫への影

響について調査・予測・評価を行うとともに、影響が最小限となるよう配

慮すること。 

（４）アユの生息や河川生物にとって重要な瀬淵構造は、洪水時に形成されるた

め、川辺川の流水型ダムによる洪水流量の調節が瀬淵の規模や形状に影響

を及ぼすおそれがあり、アユやその他の生物への影響が懸念される。この
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ため、方法レポート（仮称）以降においては、河川流量に応じたダム下流

の個別の瀬淵構造の変化について予測・評価を行うとともに、影響が最小

限となるよう配慮すること。             

（５）事業実施想定区域内では過去に陸産貝類などの重要な種の生息が確認され

ていることから、方法レポート（仮称）以降においては、今後の調査にお

いて重要な種が確認された場所に加え、その周辺の生息環境も対象とした

調査・予測・評価の方法の検討を行うとともに、影響が最小限となるよう

配慮すること。                                

（６）事業実施想定区域及びその周辺ではクマタカのつがいが確認されているこ

とから、繁殖環境等への影響について方法レポート（仮称）以降における

調査・予測・評価を行うとともに、影響が最小限となるよう配慮すること。                          

（７）本事業の試験湛水や洪水時の湛水によるダム貯水池上流の植生等への影響

が懸念される。このため、方法レポート（仮称）以降においては、事業実

施想定区域及びその周辺の植生の変化等について調査・予測・評価を行う

とともに、影響が最小限となるよう配慮すること。 

       

〈景観・人と自然との触れ合いの活動の場〉 

（１）事業実施想定区域及びその周辺は五家荘県立自然公園が存在するととも

に、川を活かしたまちづくりやラフティングなどのリバーアクティビティ

が行われているが、本事業により試験湛水等に伴う事業実施想定区域の一

部の湛水や濁水の発生等による景観及び人と自然との触れ合いの活動の

場への影響が懸念される。このため、方法レポート（仮称）以降において

は、眺望点等を適切に調査したうえでフォトモンタージュを作成するな

ど、景観や活動の場への影響について調査・予測・評価を行うとともに、

影響が最小限となるよう配慮すること。 


